
提

出

者

島

�

平
成
十
六
年
二
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

二

三

号

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
下
に
お
け
る
コ
ン
テ
ン
ツ
流
通
の
促
進
に
資
す
る
著
作
権
制
度
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

質
問
主
意
書
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ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
下
に
お
け
る
コ
ン
テ
ン
ツ
流
通
の
促
進
に
資
す
る
著
作
権
制
度
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

質
問
主
意
書

政
府
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
世
界
一
低
廉
な
価
格
で
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
イ
ン
フ
ラ
が
利
用
で
き
る
環
境
が
急
速
に
整

備
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
と
比
較
し
て
、
イ
ン
フ
ラ
を
活
か
し
た
、
魅
力
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ

が
十
分
提
供
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
日
本
に
お
い
て
、
今
後
さ
ら
に
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
発
展
さ
せ
、
こ

の
分
野
で
の
国
際
的
な
競
争
力
を
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
と
イ
ン
フ
ラ
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
発
展
が
欠

か
せ
な
い
。

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
一
般
国
民
が
、
映
像
や
音
声
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ス
ム
ー
ス
に
享
受
で
き
る
よ
う

に
す
る
に
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
係
る
著
作
権
等
の
権
利
処
理
を
迅
速
・
簡
易
に
行
い
、
利
用
者
、
権
利
者
、
配
信
事
業
者
全
て

が
利
益
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
仕
組
み
の
整
備
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
放
送
等
の
著
作
権
法
上
の
検
討
状
況
及
び
コ
ン
テ
ン
ツ
流
通
促
進
策
の
現
状
に
つ

い
て
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。

一

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
放
送
の
よ
う
に
、
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
二
条
に
よ
っ
て
放
送
と
規
定

一



さ
れ
る
も
の
は
、
著
作
権
法
上
も
全
て
放
送
に
該
当
す
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
そ
れ
と
も
一
部
は
自
動
公
衆
送
信
に
該
当

す
る
か
。
著
作
権
法
上
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
提
供
さ
れ
る
も
の
が
放
送
と
定
義
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
態
で
提
供
さ

れ
る
も
の
が
自
動
公
衆
送
信
と
規
定
さ
れ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い
た
い
。

二

既
に
ウ
ェ
ブ
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
や
ビ
デ
オ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
と
い
っ
た
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
が
登
場
す
る
な
ど
、
放
送
と
通
信

の
融
合
は
、
今
後
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
現
行
の
著
作
権
法
第
二
条
で
は
公
衆
送
信
を
放
送
、
有
線
放

送
、
自
動
公
衆
送
信
と
区
分
し
て
い
る
が
、
現
行
の
区
分
で
は
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
規
律
で
き
る
区
分
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
今
後
、
放
送
と
通
信
の
融
合
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
法
律
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
は
い
か
が
か
。

三

本
年
二
月
六
日
に
発
表
さ
れ
た
ｅ－

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
戦
略
�
加
速
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
に
「
現
在
の
著
作
権
制
度
で
は
放
送

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
の
位
置
付
け
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
利
用
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
重
要
性
の
増
大
に
応
じ
た
見
直
し
を
検
討
す
る
。
」
と
の
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
一
及
び
二
に
例
示
し
た

よ
う
な
分
野
に
お
け
る
コ
ン
テ
ン
ツ
流
通
の
環
境
整
備
が
念
頭
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
検
討

を
さ
れ
る
お
考
え
か
。
ま
た
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
政
府
が
主
体
的
に
関
与
し
、
ル
ー
ル
整
備
を
す
る
余
地
は
あ
る
か
。

二



四

コ
ン
テ
ン
ツ
の
流
通
促
進
の
た
め
に
は
、
流
通
事
業
者
と
製
作
事
業
者
の
間
の
公
正
な
取
引
環
境
を
整
備
し
、
製
作
者
に

利
潤
が
確
実
に
還
元
さ
れ
る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
現
状
に
お
い
て
、
放
送
事
業
者
、
コ
ン
テ
ン
ツ
製
作

事
業
者
、
権
利
者
等
と
協
力
し
、
市
場
機
能
を
備
え
た
権
利
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
進
め
て
い
る
と
聞
く
が
、
各
関
係
者

の
任
意
に
よ
る
対
応
だ
け
で
は
、
大
手
事
業
者
や
団
体
に
有
利
に
な
る
な
ど
の
弊
害
が
あ
る
と
考
え
る
。
簡
易
な
手
続
に
よ

り
迅
速
な
処
理
が
行
え
る
紛
争
処
理
機
関
を
設
置
す
る
な
ど
、
公
平
性
を
担
保
す
る
制
度
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
、
政
府
の
考
え
は
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

三


